
目的税等の充当状況
  [入湯税・都市計画税・森林環境譲与税・地方消費税交付金（うち社会保障財源分）]

■入湯税 平成21年度から入湯税課税対象物件有り ■地方消費税交付金 （うち社会保障財源分）

≪充当状況≫ ≪制度概要≫

■都市計画税

≪充当状況≫

≪令和6年度歳入見込額≫ 単位：千円

≪充当状況≫

※ 事業費は、都市計画税を充当する事業の合計となっており、区分全体の事業費とは異なります。

■森林環境譲与税 令和元年度から

≪充当状況≫

※ 保健衛生費のうち、20目「霊園費」及び45目「総合斎苑費」は除く。

主な事業内容 事業費（千円）

道路 道路整備事業 606,430 197,150 191,500

市街地開発 土地区画整理事業 1,519,948 401,668 390,300

観光費
（35款 5項15目）

安城七夕まつり支援事業、観光協会
支援事業、観光案内所運営事業

事業費への充当内訳(千円)

区分

公債費 都市計画事業に係る公債費 2,168,400 2,168,400 2,117,600

計 4,309,091

区分 主な事業内容 事業費（千円）
事業費への充当内訳(千円)

一般財源
うち都市計画税

下水道 下水道整備事業 14,313 7,313 7,100

100,402 95,402

中学校施設改修事業
中学校の中規模改修工事費のうち、
内装木質化費用分

10,300 7,757

　消費税率の引上げの趣旨は、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費」（年金・医療・介護・少
子化対策に要する経費、その他）の財源確保にあることから、「社会保障・税一体改革大綱」（平成
24年2月17日閣議決定）において、「消費税収（国・地方、現行分の地方消費税を除く。）について
は、その使途を明確にし、官の肥大化には使わず全て国民に還元し、社会保障財源化する。」とさ
れた。
　これを踏まえ、国の消費税収については全額「社会保障４経費」に充てることとされ、また地方公
共団体は、引上げ分の地方消費税収について「社会保障４経費、およびその他社会保障施策（社
会福祉・社会保険・保健衛生）に要する経費に充てるものとする」旨地方税法に明記されたもの。
　  [消費税率]  平成26年4月～ 　8% (うち地方消費税率1.7%  [社会保障財源化分0.7%)] )
　 　　　　　　　　 令和元年10月～  10% (うち地方消費税率2.2%  [社会保障財源化分1.2%)] )

2,774,531 2,706,500

主な事業内容 事業費（千円） 充当額(千円)

普通財産管理事業
根羽村と共同で行う「矢作川水源の
森」の管理図面の作成

2,393 2,393

環境学習・意識啓発
推進事業 森林環境保全等啓発イベントの実施 5,850 5,850

区分 主な事業内容 事業費（千円）
事業費への充当内訳(千円)

一般財源
うち入湯税

計 2,580,18218,720,64032,599,596

事業名

生活保護費
（15款 15項）

生活保護事業、中国残留邦人等生
活支援事業

児童福祉費
（15款 10項）

保育園事業、民間保育所等支援事
業、児童クラブ事業

15,032,392 6,998,487 964,570

404,362 55,731

計 27,543 25,000

野外センター活用事業
茶臼山高原野外センターのテント架
台修繕

9,000

7,500

保健衛生費
（20款  5項）

予防接種事業、健康診査事業、妊産
婦・乳児個別健診事業

356,7992,588,7713,049,201

地方消費税
交付金

4,850,000
一般財源化分 2,269,818

社会保障財源化分 2,580,182

一般財源 うち地方消費税
交付金（社会保
障財源分）

社会福祉費
（15款  5項）

障害者通所支援事業、子ども医療費
助成事業、国民健康保険・介護保険
事業特別会計繰出金

12,999,078 8,729,020 1,203,082

1,518,925
9,000


